
 

 

 

 
 従業者のキャリアアップに資するもの（事業所の指定を受けているサービスに関係する

ものに限る。）で、事業所が負担した試験受験料や研修受講料の４分の３を、事業所

のサービス種別に応じて最大 20 万円まで助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

以下の試験受験料や研修受講料が対象です。対象となる従業者は、入所者（利用者）

に対して、直接的な介護に従事している方です。  

 

社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験、介護支援専門

員実務研修受講試験、介護支援専門員実務研修、介護支援専門員更新研修、介護支援

専門員専門研修、介護支援専門員再研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専

門員更新研修、介護職員初任者研修、実務者研修、ユニットリーダー研修、認知症介

護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、精神科訪問看護基本療養費算定要件研

修、生活援助従事者研修、居宅介護職員初任者研修、障害者居宅介護従業者基礎研修、

同行援護従業者養成研修、全身性障害者移動介護従業者養成研修、重度訪問介護従業

者養成研修、行動援護従業者養成研修、強度行動障害支援者養成研修、名古屋市移動

支援事業従業者養成研修、喀痰吸引等研修 ※（第 1 号・第２号・第３号）、相談支援従

事者初任者研修。 
 
○受講時に必須となるテキスト代は対象となりますが、受験対策講座費や参考図書費、交通費、宿泊費、

飲食費については対象外です。 
 
※ 障害福祉サービス事業所については本市の対象となります。なお、介護サービス事業所については、

愛知県の研修受講支援事業費補助金（愛知県高齢福祉課 ０５２－９５４－６８１４）の対象です。 

 

１ 対象となる試験及び研修（対象経費） 

事業所が負担した対象経費に４分の３を掛けた金額（事業所のサービス種別に応じて最

大 20 万円まで）を助成します。 

サービス種別 助成限度額 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、居宅

介護支援、介護予防支援 

障害福祉サービスの居宅介護（重度訪問介護、同

行援護、行動援護を含む。）、計画相談支援、地域

移行支援、地域定着支援。 

100,000 円 

地域密着型サービス（各種）、特定施設入居者生

活介護 
150,000 円 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養

型医療施設、介護医療院 
200,000 円 

※それぞれのサービス種別において、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サ

ービスを含みます。 

２ 助成金額（助成限度額） 

令和５年度 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

サ ー ビ ス 種 別 
申請書提出先 

問い合わせ先 

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーショ

ン・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・

短期入所療養介護・居宅介護支援・介護予防支援・地域密着

型サービス（各種）・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉

施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院 

※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを含

む。 

〒460－8508 

名古屋市中区三の丸三丁目

1番 1号 

健康福祉局介護保険課 

電話：９７２－２５３７ 

居宅介護（重度訪問介護・同行援護・行動援護を含む。）計画

相談支援・地域移行支援・地域定着支援 

※障害福祉サービス単独で指定を受けている事業所のみ 

〒460－8508 

名古屋市中区三の丸三丁目

1番 1号 

健康福祉局障害者支援課 

電話：９７２－２５５８ 

 
○事業を実施する 10 日前までに申請書類一式を提出してください。（申請を受理し交付

を決定するまで、事務手続きに 10 日程度必要であり、交付決定後に行った事業が助成の対象

です。） 
○令和６年３月 31 日までに事業が完了し、経費の支払いが完了するものについて申請

いただけます。 

○申請書は、事業所ごとに作成してください。 

○助成限度額に達するまでは、何度でも申請できます。 

○対象経費は、受験料及び受講料(税込)、受講時に必須となるテキスト代(税込)です。 

・受験対策講座費、参考図書費、交通費、宿泊費、飲食費などについては、 

助成対象外です。 

・割引やキャッシュバックがある場合は、それらを差し引いた金額が対象 

経費となります。 

★申請書類のダウンロード、記入例については、 

ＮＡＧＯＹＡかいごネット 

（https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/top/） を 

ご覧ください。 

３ 注意事項 

４ 申請書提出先・問い合わせ先 



 

 
名古屋市外国人介護人材日本語学習 

支援事業 

 身分又は地位に基づく在留資格（※１）、技能実習生（※2）、特定技能（※３）の外国

人介護職員が対象で、事業所が負担した日本語学校の入学金や受講料の４分の３

を、１人 10 万円まで助成します。 

（※１）永住者（特別永住者含む）、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 

（※2）介護職種の技能実習生 

（※３）在留資格「特定技能」の外国人（介護職種に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語学校（通学又は通信）および日本語講習の講師が、次のいずれかの有資格者

であることが条件です。 

 

① 大学（短期大学を除く。）又は大学院において日本語教育に関する教育課程を

履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の過程

を修了した者 

② 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を 26 単位以上修得

し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者 

③ 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合

格した者 

④ 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められる

ものを 420 単位時間以上受講し、これを修了した者 

１ 対象となる日本語学校および日本語講習 

令和 5 年度 

＜令和４年度 変更点＞ 

※ 令和 4 年度から以下 2 点が変更になっています。 
① 事業名を「名古屋市外国人介護人材育成支援事業」から「名古屋市外

国人介護人材日本語学習支援事業」に変更。 

② 対象者に「在留資格「特定技能」の外国人（介護職種に限る。）」を 

追加。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒４６０－８５０８ 

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号            TEL ０５２－９７２－２５３７ 

名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課推進係    FAX ０５２－９７２－４１４７ 

 
 

名古屋市内の、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所

介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、居宅介護支

援、介護予防支援、地域密着型サービス（各種）、特定施設入居者生活介護、介護老

人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、住宅型有料老人

ホーム、サービス付き高齢者向け住宅。 

※それぞれのサービス種別において、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サー

ビスを含みます。  

 

○事業を実施する前（10 日程度前をめど）に申請書類一式を提出してください。（申

請を受理し交付を決定するまで、事務手続きに 10 日程度必要であり、交付決定後に行った

事業が助成の対象です。） 
○令和 6 年３月 31 日までに事業が完了し、経費の支払いが完了するものについて申

請いただけます。 

○申請書は、事業所ごとに作成してください。 

○対象経費は、日本語学校への入学金・受講料・日本語教育の外部委託費です。 

★申請書類のダウンロード、記入例については、ＮＡＧＯＹＡかいごネット 

（ https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/ikusei/ ） 

をご覧ください。 

 

３ 対象事業所 

４ 申請書提出先・問い合わせ先 

 

事業所が負担した対象経費に４分の３を掛けた金額（対象介護職員１人につき、 

１００，０００円まで）を助成します。 

 

対象経費：日本語学校への入学金・受講料、日本語教育の外部委託費が対象となります。 

 

※日本語検定試験料や受験対策講座、参考図書、交通費、宿泊費、飲食費については対象外

です。 

※対象介護職員が既にこの助成金の交付を受けている場合、既に助成された講座より日本語

能力レベルの高い講座が助成の対象です。 
 

２ 助成金額（助成限度額） 



 

 

 
 

 

外国人技能実習生（介護職種）を雇用する際には、日本語や介護実務などを学ぶ「入国後講習」

の受講が必須となっていることから「入国後講習」に係る費用を対象に対象経費の４分の３を最大

１２万円/人まで助成します。 

 

 

 

 

補助概要は以下のとおりです。 

＜補助対象事業所＞ 

外国人技能実習生を受け入れる市内介護事業所 

＜対象経費＞  

入国後講習に係る費用（講習費、宿泊費、光熱水費・健康診断費） 

＜助成額＞  

対象経費の４分の３（上限額１２万円／人まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒４６０－８５０８ 

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号        ＴＥＬ（０５２）９７２－２５３７ 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課推進係  ＦＡＸ（０５２）９７２－４１４７ 

 

１ 補助概要 

 

○事業を実施する前（１０日程度前をめど）に申請書類一式を提出してください。 

○申請書は事業所ごとに作成してください。 

○令和６年３月３１日までに事業が完了し、経費の支払いが完了するものについて 

申請が可能です。 

○対象経費は入国後講習費用の講習費・宿泊費・光熱費・健康診断費です。 

○希望の事業所につきましては担当課宛てに必要書類等の提出が必要となります。 

○手続方法および申請書類のダウンロードは NAGOYA かいごネットを 

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/ikusei/ご覧ください。 

２ 手続き方法 

３ 申請書提出先・問い合わせ

 

名古屋市外国人技能実習生(介護職種) 

受入支援事業 

令和５年度









事業団 

ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 
「りはみん」 

≪問い合わせ・相談先≫ 

社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 なごや福祉用具プラザ 

 名古屋市昭和区御器所通 3 丁目１２－１ 御器所ステーションビル３F 

電話 052-851-0051 FAX 052-851-0056 E ﾒｰﾙ robot@nagoya-rehab.or.jp 

開館時間：火～日曜日 AM10:00～PM6:00（月曜日、祝休日、年末年始を除く） 
      ※月曜日が祝休日にあたる日は、翌火曜日も休み 

 





名古屋市緩和ケア認定看護師等資格取得支援事業のお知らせ 

 

名古屋市では、緩和ケアに従事する人材の育成を支援するため、令和4年4月より、緩和

ケア認定看護師等の資格取得についての支援事業を以下のとおり開始しております。 

内容をご確認いただき、対象となる方がおりましたらご活用ください。 

 

１ 対象資格 

  緩和ケア認定看護師、緩和薬物療法認定薬剤師 

 

２ 補助対象者 

  名古屋市内の訪問看護ステーション、病院、診療所 

 

３ 補助対象額（上限） 

  緩和ケア認定看護師 ： 看護師１人あたり2,500,000円 

  緩和薬物療法認定薬剤師 ： 薬剤師１人あたり30,000円 

 

４ 事業詳細 

  別紙の案内チラシをご確認ください。 

交付要綱や申請書類は、市公式ウェブサイトに掲載しております。 

   （https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000151867.html） 

   （「名古屋市 緩和ケア認定看護師等」で検索可能です。） 

 

５ その他 

・本事業は「名古屋市緩和ケア認定看護師等資格取得支援事業補助金交付要綱」に基づ

いて実施されます。申請前に交付要綱の内容を、必ずご確認ください。 

・本事業の補助対象者は「訪問看護ステーション、病院、診療所」となりますので、看

護師または薬剤師本人による申請はできません。 

・医療機関等からの対象経費の支出は、補助金の交付決定を受けた後に行う必要があり

ます。（補助金の交付決定を受ける前に、対象経費を支出することができません。） 

 

 

 

 

（名古屋市健康福祉局健康部健康増進課） 







名古屋市若年がん患者の在宅ターミナルケア支援事業のお知らせ 

 

名古屋市では、若年のがん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を

送ることができるよう、平成 30 年 4 月より、在宅サービスにかかる利用料等を助成するな

ど、在宅におけるターミナルケアを支援する事業を実施しておりますが、令和5年4月より

対象年齢を、20歳以上40歳未満の方に加え、20歳未満の方にも拡大しました。 

なお、サービス提供事業者となるには、本市への届出が必要となりますので、本市ウェブ

サイト等に掲載の実施要綱をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。また、

支援の対象となる方がおられましたら、ご周知いただきますようお願いいたします。 

 

１ 助成対象者（※次の項目のすべてに該当する方） 

・0歳以上40歳未満の市民の方 

・がん患者（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に

至ったと判断された方）で、在宅生活の支援や介護が必要な方 

・他の制度（障害者総合支援法、児童福祉法等）において、同様の支援を受けることがで

きない方 

 

２ 助成対象額（※自己負担１割） 

 ・在宅サービス、福祉用具の貸与にかかる費用  6万円／1か月 

 ・福祉用具の購入にかかる費用         10万円／年 

 ・住宅改修にかかる費用            20万円 

  

３ 事業詳細 

  別紙の案内チラシをご確認ください。 

交付要綱や申請書類は、市公式ウェブサイトに掲載しております。 

   （https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/8-2-7-0-0-0-0-0-0-0.html） 

   （「名古屋市 がん患者の支援」で検索可能です。） 

 

４ サービス提供事業者 

介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者及び指定特別給付事業者の指定を受けた事

業者のうち、本市に届出書を提出した事業者 

※届出書は上記の市公式ウェブサイトに掲載しております 

※サービスの内容及び費用の算出については、サービス提供時点での介護報酬に基づく

ものとしています 

（名古屋市健康福祉局健康部健康増進課） 







子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）のご案内 

 

近年、育児期にある方（世帯）が親の介護も同時に担う「ダブルケア」問題や、

本来大人が担うような家事や家族の世話を子どもが担う「ヤングケアラー」問題

が指摘されるようになっております。 
介護支援専門員等におかれましては、利用者の心身や家族の状況等に応じた

適切なケアプランを作成していただくとともに、利用者の家族等に育児に悩ま

れている介護者がいらっしゃいましたら、保健師等が子育ての様々な相談にお

応えする子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）が各保健センター

にありますので、ご紹介いただきますようお願いします。 
 

保健センター 電話番号 保健センター 電話番号 

千種 757-7033 熱田 679-3086 

東 979-3588 中川 364-0065 

北 910-6815 港 655-8745 

西 529-7105 南 619-7086 

中村 483-6811 守山 797-5220 

中 269-7155 緑 899-6518 

昭和 745-6030 名東 769-6288 

瑞穂 837-3285 天白 847-5981 

 

■ 電話相談 
月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前 8時 45 分～午後 5時 15 分 

 

■ 面接相談 

  月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前 9時 00 分～午後 4時 30 分 







令和 5年 4月 

 関 係 各 位 

名古屋市健康福祉局長 

 

福祉避難所の設置・運営へのご協力のお願い 

 

日頃は本市の福祉行政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

本市では、南海トラフ巨大地震を始めとする大規模災害への事前の備えとし

て、避難に際し配慮の必要な方（障害のある方、要介護・要支援認定のある方

等）を対象とした「福祉避難所」の指定又は協定を締結（以下、「指定等」と

いう。）することを推進しているところです。 

福祉避難所は、身体等の状況や医療的ケアの面で、入院や介護施設への入所

の必要はないものの、小中学校等の一般の指定避難所では、段差・トイレ等で

生活に支障をきたす方に避難していただく施設です。 

発災直後、原則として当該施設のサービス利用者とその家族のうちあらかじ

め特定した方を速やかに受け入れる指定福祉避難所と、一般の指定避難所に避

難していただいた後に、その方々の状況を確認した上で移動していただく協定

福祉避難所があります。 

福祉避難所は、東日本大震災や平成 28 年熊本地震においても被災地の各地

に設置され、要配慮者の避難支援対策の中でも重要な役割を担っています。 

 

福祉施設・事業所の皆様におかれましては、福祉避難所の指定等についてご

検討くださいますようお願い申し上げます。 

ご連絡いただきましたら、個別に訪問しご説明させていただきます。 

 

（参考） 

福祉避難所指定等か所数 

 189 か所（令和 5年 4月 1日現在） 

指定等している主な事業所種別 

（高齢者福祉施設）通所介護事業所、特別養護老人ホーム（通所介護併設）等 

（障害者福祉施設）生活介護事業所、就労継続支援事業所等 

  

【本件のお問い合わせ先】 名古屋市健康福祉局監査課（西村・落合） 

                 ℡ 052-972-2510 Fax 052-972-4150 

               E-mail: a2510-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 



 福 祉 避 難 所 の 概 要           
 

資料１ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
福祉避難所とは、一般の指定避難所や福祉避難スペースでの生活が困難な要配慮者（主として高

齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する方）を対象とした避難所であり、バリアフリー等

の設備・体制が整った社会福祉施設等を利用して開設されます。本市の福祉避難所には、指定福祉

避難所と協定福祉避難所があります。※指定福祉避難所と協定福祉避難所の相違点については、資

料２参照 

福祉避難所とは 

 
身体等の状況や医療面でのケアの必要性から介護保険施設や病院等へ入所・入院するに至らない

方であって、避難所での生活において配慮を必要とする方とします。 

対象者を介助する方も、対象者本人とともに福祉避難所に避難することができます（介助者は１

人までとし、要配慮者数には算入しません）。※対象者の避難の流れについては、資料３参照 

車いす利用者や一人での移動が困難な方など、小・中学校では段差があってトイレに行けな

いような方のために、ハード面で適している避難所に移ってもらうということを想定したもの

で、福祉避難所自体に対象者の介護をお願いするものではありません。 

 

① 福祉避難所の設置、維持及び管理【夜間の宿直を含め１人以上の配置】 

〔以下は個々の事業所の状況に応じて事前に取り決めます〕 

② 被災した要配慮者の福祉避難所への移送 

③ 被災した要配慮者や家族からの相談を受けたり、福祉・保健医療 

サービスを受けられるよう関係機関への連絡調整（要配慮者を概ね 

10 人受け入れ、相談員を１人配置した場合に限る） 

④ 食事の提供や生活必需品の支給 

 
社会福祉事業を行う事業所のうち、次に掲げる基準を満たす施設を、指定福祉避難所として指定

又は協定福祉避難所として協定を締結させていただきます。 

＜指定福祉避難所＞ 

① 速やかに、特定の要配慮者の受け入れ、生

活関連物資を避難者に配付することが可能な

構造又は設備を有するものであること 

＜協定福祉避難所＞ 

① 一般の指定避難所において、行政職員が振 

り分けをした要配慮者の受け入れが可能な構 

造又は設備を有するものであること 

＜指定福祉避難所・協定福祉避難所共通＞ 

② 土砂災害（特別）警戒区域の区域外に位置すること 

③ 過去の浸水実績や浸水予測結果から判断し、避難者の安全空間（階）を確保できること 

④ 耐震・耐火構造の建築物で、原則としてバリアフリー化がされていること 

⑤ 避難者用スペース（1 人当 2 ㎡）が確保でき、利用にあたり無料であること 

※ 福祉避難所を開設しながら通常事業を再開することは差し支えありません（再開にあたっては

事業所管課にご相談ください）。 

※ 想定している事業所は、主にデイサービス等通所事業を行う施設ですが、特別養護老人ホーム

等入所施設についても、入所者（緊急入所を含む）の処遇に支障がない範囲でご検討ください。 

災害救助法が適用され、法

による救助とみなされるも

のにかかる費用について

は、全額を市が負担しま

す。 

指定福祉避難所・協定福祉避難所 

福祉避難所の事業内容 

福祉避難所の対象者 



福祉避難所制度の主な相違点 

 

名 称 

 

指定福祉避難所 

 

協定福祉避難所 

対 象 者 

原則として高齢者及び障害者の通

所施設のサービス利用者とその家

族 

発災後に一般の避難所において行

政職員が振り分けをした要配慮者

とその家族 

開 設 の 

タイミング 

発災後、準備ができ次第速やかに

開設 
発災後、4日目以降を目標 

避 難 方 法 
発災後、準備ができ次第速やかに

避難 

まずは一般の避難所へ避難し、そ

こで行政職員が福祉避難所の対象

者を振り分けした後、福祉避難所

へ移送 

避 難 支 援 

発災後、行政からの依頼を待つこ

となく、施設は安否確認及び避難

支援を行う 

発災後、行政から依頼があった場

合に、施設は可能な範囲で移送に

協力 

物資の備蓄 

原則として食糧、水等の 3 日分を

施設にて予め備蓄 

（補助制度を令和4年度より開始） 

4 日目以降の開設のため、開設に併

せて行政が運び入れる 

（福祉避難所には備蓄しない） 

公表・公示 

名古屋市地域防災計画に掲載する 

が、広く公表はしない 

施設名、所在地、受入れ対象者を

公示 

名古屋市地域防災計画に掲載する

が、広く公表はしない 

費 用 

災害救助法による救助とみなされ

るものにかかる費用について全額

を市が負担 

同左 

 

資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

大規模災害発生 

指定緊急避難場所 

  

指定避難所へ避難 

福祉避難スペース 

指定避難所内のバリア 

フリー等の一定の要件 

が整ったスペース 

指定福祉避難所 

要配慮者の避難支援のイメージ 

発災後、概ね４日目

以降を目標に開設 

家族・隣近所で助け合って 

指定避難所等へ避難 

重度の要介護認定の方 

常時医療的ケアを要する方 

など 

対応・移送先を決定 

行政職員等 

指定緊急避難場所：命を守るため、災害の危険

からまずは逃げるための場所 

指定避難所：自宅が被災して帰宅できない場

合、一定期間、避難生活を送るためのところ 

※避難の方法の詳細はナゴヤ避難ガイドを参照 

居住スペースでは避難生活が困難な要配慮者 

原則として通所系

のサービス利用者

とその家族 

福祉避難スペースでも避難生活が困難な要配慮者 

協定福祉避難所 
施設への緊急入所 

医療機関へ入院 発災後、準備ができ

次第速やかに開設 























 

なごや認知症の人おでかけあんしん保険事業について 

 

認知症の人と家族が安心して暮らせるまちづくりを推進するため、認知症の人が起 

こした事故に関する損害賠償等を補償する「なごや認知症の人おでかけあんしん保険 

事業」を実施しています。保険の加入に必要な申請書類は、各区役所福祉課、保健セン 

ター、市内のいきいき支援センターに配架しています。 

○事業概要 

（１）対象者 
  名古屋市内に住所を有し、認知症の診断を受けた人 

（２）補償内容 

個人賠償責任保険 補償上限額：２億円 

給付金（※） 

補償上限額：３０００万円 

（事故の相手方が市民で死亡又は後遺障害となった場合） 

補償額：１５万円 
（事故の相手方が市民以外で死亡した場合） 

保険料 
無料 

（市が保険契約者となり、保険料の全額を支払います） 

※ 給付金は誰も賠償責任を負わない場合に事故の相手方に対して支払うものです。 

 
○問い合わせ先 名古屋市認知症相談支援センター 

         電話番号 052－734‐7099  FAX 052－734－7199 

         （ 年末年始、祝日を除く月～金 9：00～17：00 ） 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はいかい高齢者おかえり支援事業は、認知症の方の徘徊による事故を防止するため、地域の皆さんの

協力を得て、徘徊されている方を早期に発見する取り組みです。 

徘徊のおそれがある方の情報を登録した上で、その方が行方不明となった場合に、家族等からの依頼に

より、行方不明となった方の身体的特徴や服装等の情報をおかえり支援サポーターや協力事業者に対し

てメールで配信し、情報提供をお願いするものです。 

※「おかえり支援サポーター」とは、この事業に協力いただく方々のことです。（市内にお住まいの方に限らず、市外にお
住まいの方も「おかえり支援サポーター」になることができます。） 

○月○日○時頃、○区○
○町で 80 代女性が行方
不明となりました。 

特徴：身長150cm、中肉。 
紺色の上着に黒色
のズボン着用。 

見つけられた方は、110
番通報するか○○警察署
までご連絡ください。 

【メールの内容(例)】 

問合先：名古屋市健康福祉局高齢福祉部 地域ケア推進課 

TEL：972-2549   FAX：955-3367  E-mail：a2280@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

登録することができるのは、名古屋市内に在住し、徘徊のおそれがある認知症の方（若年性認知症の方を

含む。）です。なお、市内の介護保険施設や認知症高齢者グループホーム等を利用されている方も登録する

ことができますが、親族や成年後見人等の同意が必要となります。 

※いきいき支援センターの所在地等の情報は裏面をご参照ください。 

◆受付窓口◆登録希望者の居住地を担当する「いきいき支援センター」 

 

◆受付時間◆月～金曜日（祝休日・年末年始を除く。） 午前 9 時～午後 5 時 

◆登録費用◆無料 

◆登録方法◆登録希望者の親族・成年後見人等、または利用している施設の職員の方に、登録届を受付窓

口までご持参いただきます。 

※登録届は、いきいき支援センターで配布しているほか、名古屋市公式ウェブサイトからダウンロード 

することもできます。 

【名古屋市公式ウェブサイト http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000038313.html】 

②連絡 

①行方不明者届 認知症の方の家族 

介護保険施設等 
警察署 

家族（利用者）がいない… 

名古屋市 
おかえり支援サポーター 

協力事業者 ③メール配信 

⑤発見連絡 

⑥保護 

④発見 

R３.7 



 

名   称 所 在 地 電話番号 担当地域（小学校区） 

千種区東部いきいき支援センター 千種区桜が丘 11-1 ソフィアビル 1F 781-8343 上野、自由ケ丘、大和、千代田橋、東山、富士見台、星ヶ丘、
 宮根 分 室 千種区宮根台 1-4-24 山内ビル 1F 726-8944 

千種区西部いきいき支援センター 千種区西崎町 2-4-1 千種区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 763-1530 内山、千石、高見、田代、千種、春岡、見付 

東 区 いきいき支 援 センター 東区泉 2-28-5 東区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 932-8236 
区内全域 

分 室 東区矢田 4-5-11 レジデンスアロー1F 711-6333 

北区東部いきいき支援センター 北区平安 2-１-10 第 5 水光ビル 2F 991-5432 飯田、城北、杉村、辻、東志賀、宮前、名北、六郷、六郷北  

北区西部いきいき支援センター 北区清水 4-17-1 北区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 915-7545 味鋺、大杉、川中、金城、楠、楠西、光城、清水、西味鋺、 
如意 分 室 北区中味鋺 3-414 902-7232 

西区北部いきいき支援センター 西区市場木町 157 パークサイドなかしま 1Ｆ 505-8343 浮野、大野木、中小田井、比良、平田、比良西、山田 

西区南部いきいき支援センター 西区花の木 2-18-1 西区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 532-9079 稲生、榎、上名古屋、児玉、栄生、城西、庄内、なごや 

枇杷島、南押切 分 室 西区菊井 2-2-3 アーバネス菊井ビル 2F 562-5775 

中村区北部いきいき支援センター 中村区名楽町 4-7-18 中村区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 486-2133 
稲西、稲葉地、諏訪、豊臣、中村、日比津、ほのか 

分 室 中村区稲葉地本通 1-3 魚住稲葉地ﾋﾞﾙ西号室 412-3030 

中村区南部いきいき支援センター 中村区豊国通 1-14 483-6866 岩塚、米野、笹島、千成、八社、日吉、牧野、柳 

中 区 いきいき支 援 センター 中区上前津 2-12-23 中区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 331-9674 
区内全域 

分 室 中区栄 4-1-8 中区役所地下２F 262-2265 

昭和区東部いきいき支援センター 昭和区滝川町 33 いりなかスクエア 3F 861-9335 伊勝、川原、滝川、広路、八事 

昭和区西部いきいき支援センター 昭和区御器所 3-18-1 昭和区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 884-5513 
御器所、松栄、白金、鶴舞、吹上、村雲 

分 室 昭和区阿由知通 4-7 グローバル御器所 2C 852-3355 

瑞穂区東部いきいき支援センター 瑞穂区佐渡町 3-18 瑞穂区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内  858-4008 
汐路、豊岡、中根、弥富、陽明 

分 室 瑞穂区洲山町 2-21 啓徳名古屋南ビル１Ｆ 851-0400 

瑞穂区西部いきいき支援センター 瑞穂区堀田通 1-18 シティアーク 1F 872-1705 井戸田、高田、穂波、堀田、瑞穂、御劔 

熱田区いきいき支援センター 熱田区神宮 3-1-15 熱田区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内  671-3195 
区内全域 

分 室 熱田区大宝 3-6‐26 シャンボール日比野 1F 682-2522 

中川区東部いきいき支援センター 中川区八幡本通 2-27 コーポ中野 1F 354-8343 愛知、篠原、昭和橋、玉川、露橋、常磐、中島、西中島、広見、八熊、八幡  

中川区西部いきいき支援センター 中川区小城町 1-1-20 中川区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 352-8258 赤星、荒子、五反田、正色、千音寺、戸田、豊治、長須賀、 
西前田、野田、春田、万場、明正 分 室 中川区春田 4-119 プリマヴェーラ 1F 364-7273 

港区東部いきいき支援センター 港区港楽 2-6-32 港区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 651-0568 稲永、大手、港楽、成章、東海、中川、西築地、野跡、東築地 

港区西部いきいき支援センター 港区寛政町 6-40 381-3260 小碓、港西、正保、神宮寺、高木、当知、南陽、西福田、 

福田、福春、明徳 分 室 港区知多 2-2215 レーブエル 1F 309-7411 

南区北部いきいき支援センター 南区桜台 1-1-25 桜ビル 1 階 811-9377 
大磯、春日野、菊住、桜、伝馬、道徳、豊田、明治、呼続 

分 室 南区道徳通 3-46 698-7370 

南区南部いきいき支援センター 南区前浜通 3-10 南区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 819-5050 笠寺、柴田、大生、宝、千鳥、白水、宝南、星崎、笠東 

守山区東部いきいき支援センター 守山区小幡南 1-24-10 守山区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 758-2013 天子田、大森、大森北、小幡、上志段味、吉根、志段味西、志段味東、 

下志段味、苗代、本地丘、森孝西、森孝東 分 室 守山区吉根南 1401 736-0080 

守山区西部いきいき支援センター 守山区瀬古東 2-411 758-5560 小幡北、白沢、瀬古、鳥羽見、西城、廿軒家、二城、守山 

緑区北部いきいき支援センター 緑区鳴子町 1-7-1 緑区在宅サービスセンター内 899-2002 旭出、浦里、大清水、片平、神の倉、熊の前、黒石、小坂、 
常安、滝ノ水、戸笠、徳重、長根台、鳴子、鳴海東部、桃山 分 室 緑区徳重 5-625 アーバニティ幸 1F 877-9001 

緑区南部いきいき支援センター 緑区左京山 3038 624-8343 相原、有松、大高、大高北、大高南、桶狭間、太子、鳴海、南陵、東丘、平子、緑  

名東区北部いきいき支援センター 名東区上社 1-802 名東区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 726-8777 猪高、猪子石、香流、北一社、引山、藤が丘、平和が丘、 

本郷、豊が丘、蓬来 分 室 名東区明が丘 124-2  ami ami annex 2 階 771-7785 

名東区南部いきいき支援センター 名東区にじが丘 2-7 ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ虹ヶ丘西 2 号棟 720-6121 梅森坂、上社、貴船、極楽、高針、西山、前山、牧の原、名東

天白区東部いきいき支援センター 天白区原 1-301 天白区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内 809-5555 相生、植田、植田北、植田東、植田南、しまだ、高坂、原、 
平針、平針北、平針南 分 室 天白区原 5-1303 三和シャトー1F 808-5400 

天白区西部いきいき支援センター 天白区大坪 2-604 839-3663 大坪、表山、天白、野並、八事東、山根 

いきいき支援センター 一覧 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はいかい高齢者おかえり支援事業は、認知症の方の徘徊による事故を防止するため、地域の皆さんの

協力を得て、徘徊されている方を早期に発見する取り組みです。 

徘徊のおそれがある方の情報を登録した上で、その方が行方不明となった場合に、家族等からの依頼に

より、行方不明となった方の身体的特徴や服装等の情報をおかえり支援サポーターや協力事業者に対し

てメールで配信し、情報提供をお願いするものです。 

事業者（団体）としてこの事業に協力いただく協力事業者も募集しています。協力事業者と認定された場合に

は、市から認定証を交付します。登録を希望される場合には下記問合先にメールにてご連絡ください。（メールの

件名は「協力事業者登録」とし、本文に①団体名、②担当者名、③連絡先を必ずご記入ください。） 

○月○日○時頃、○区○
○町で 80 代女性が行方
不明となりました。 

特徴：身長150cm、中肉。 
紺色の上着に黒色
のズボン着用。 

見つけられた方は、110
番通報するか○○警察署
までご連絡ください。 

【メールの内容(例)】 

おかえり支援サポーターとは、この事業に協力いただく方々のことです。（市内にお住まいの方に限らず、市外に

お住まいの方も「おかえり支援サポーター」になることができます。） 

携帯電話やパソコンのメールアドレスを登録いただき、捜索協力依頼のメールを受けとった場合に、可能な範囲

で捜索のための情報提供にご協力いただきます。 

◆登録費用◆無料（ただし、メール送受信や登録用ホームページへのアクセスに要する通信費等は登録者負担） 

◆登録方法◆下記のコードを読み取り、アクセスしたページから空メールを送信するか、下記のメールアドレ

スに空メールを送信してください。（詳しい登録方法は、裏面をご覧ください。） 

  【コード】               【メールアドレス】 okaeri@sg-m.jp 

※登録時に情報をほしい地域（区）を選択することができます。 

※夜間のメール配信の希望を選択することができます。 

※捜索協力依頼以外にも、定期的に認知症に関するイベント等の情報をメールで配信します（配信の希望を選択できます）。 

問合先：名古屋市健康福祉局高齢福祉部 地域ケア推進課 

TEL：972-2549   FAX：955-3367  E-mail：a2280@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

②連絡 

①行方不明者届 認知症の方の家族 

介護保険施設等 
警察署 

家族（利用者）がいない… 

名古屋市 
おかえり支援サポーター 

協力事業者 ③メール配信 

⑤発見連絡 

⑥保護 

④発見 

H27.11 



 

1 下記のコードを読み取り、アクセスしたページから、 

空メールを送信します。 

【コード】 

アクセス 

コードの読み取りができない場合は、こちらのアドレスに空メールを送信し

てください。 

okaeri@sg-m.jp  

空メール送信 

・ご利用の登録を行う場合は、以下の
リンクよりメールを送信してください。 

・件名、本文はそのままで結構です。
ご利用登録の案内メールを折り返
しお送り致します。 

 メールを送信する  

※「空メール」とは件名、本文を入力せずに送信するメールのことです。 

2 

クリック 

登録用ホームページの 
ＵＲＬが記載されたメール
が届きます。 

ご利用ありがとうございます。 
仮登録が完了致しました。 
下記の URL にアクセスして、詳
細情報をご登録下さい。 
本登録はコチラからお願いしま
す。 

http://service.sugumail.com/
********** 

尚、本メールへのご返信はでき
ませんので、ご了承ください。 

名古屋市 
クリック 

3 利用規約を確認後、 
「メール配信に同意する」 
を選択します。 

利用者登録 

・メール配信サービスの申込み
を行います。利用規約に同意
の上、下記のメール配信に同
意するリンクをクリックしてくださ
い。 

 利用規約を確認する 

メール配信に同意する 
 

メール配信に同意しない クリック 

4 配信内容を選択します。 

利用者情報入力 

下記の情報を入力してください。 
※は入力必須項目になります。 
・協力区分※ 
 
 
 
 
 
 
・夜間（22 時～翌 8 時）配信※ 
  
 
 
 
 
 
・配信希望区※ 
□ 千種区 
□ 東区 
□ 北区 
□ 西区 
□ 中村区 
□ 中区 
□ 昭和区 
□ 瑞穂区 
□ 熱田区 
□ 中川区 
□ 港区 
□ 南区 
□ 守山区 
□ 緑区 
□ 名東区 
□ 天白区 

 
・事業者名（名古屋市から認定を受け
た事業者様のみご入力ください。） 

 
 
 
・情報提供メール配信 

選択してください 
 
 
 
 
 

次の画面に進む 
5 入力内容を確認します。 

利用者情報確認 

入力内容を確認して、「入力内容を登録
する」を押してください。 
・メールアドレス 
 ***@****.*** 
・協力区分 
おかえり支援サポーター 

・夜間（22 時～翌 8 時）配信 
希望しない 

・配信希望区        
中区、瑞穂区  

・情報提供メール 
希望する         修正する 

入力内容を登録する 

選択してください 

6 登録完了です。 

利用者登録完了 

ご登録ありがとうございました。 

情報の欲しい地
域(区)をクリック 

※本登録完了後、「本登録完了の
お知らせ」のメールが届きます。 

パソコンで登録される場合は、以下のアドレスにアクセスして登録してください。 
  https://service.sugumail.com/nagoya/member 

クリック 

「希望する」「希望しない」 
いずれかを選択 

あなたのメールアドレスが
表示されます 

選択してください 

「おかえり支援サポーター」
を選択 

 入力しない 

クリック 

「希望する」「希望しない」 
いずれかを選択 





































お問い合わせ先 各区はち丸支援センター
受付 月～金曜（祝日・年末年始を除く）午前9時～午後5時

在宅医療・介護連携のための情報共有ツール
「はち丸ネットワーク」をご利用ください

高齢者が在宅で療養生活を送るためには、複数の提供主体による医療・介護サービスが
必要であり、職種間の情報共有が重要となります。

名古屋市では、名古屋市医師会への委託により、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して
ウェブ上で情報共有ができるシステム「はち丸ネットワーク」を構築しております。

お手持ちのパソコン・スマートフォン・タブレットを使って、日々の記録や連絡事項な
どを安全かつ効率的に共有することができ、一部レセプト請求ソフトとは連動が実現して
おります。是非ご利用ください。

健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 担当：地域支援係 電話：052-972-2549

市内介護サービス事業所の皆様

○千種区(富山ビル2階)
千種区内山1-18-13
電話 732-0874 FAX 732-0875 

○東区(名古屋市医師会館1階)
東区葵1-4-38
電話 933-0874 FAX 937-8741 

○中区(名城病院1階)
中区三の丸1-3-1
電話 201-0874 FAX 201-0877

○西区(名鉄病院1号館4階)
西区栄生2-26-11
電話 561-0874 FAX 561-0875 

○北区（ポルト大曽根1階）
北区大曽根3-4-14
電話 982-0874 FAX 982-0875 

○中村区(鵜飼ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院1階)
中村区太閤通4-1
電話 481-0874 FAX 481-0876

○昭和区（オフィスはなみずき１階）
昭和区山花町62-1
電話 763-0874 FAX 763-0875 

○瑞穂区（名古屋市立大学病院地下1階）
瑞穂区瑞穂町字川澄1
電話 852-0874 FAX 852-0875

○南区(笠寺病院1階) 
南区松池町3-19
電話 823-0874 FAX 823-0876 

○中川区(休日急病診療所2階) 
中川区高畑1-222
電話 354-0874 FAX 354-0875 

○熱田区（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰろくばん3階）
熱田区六番1-2-15
電話 683-0874 FAX 683-0881 

○港区(名古屋市医師会看護専門学校1階)

港区千鳥1-13-22
電話 652-0874 FAX 652-0878 

○守山区(休日急病診療所1階) 
守山区小幡1-3-2
電話 795-0874 FAX 795-0881 

○緑区(名古屋市立緑市民病院3階) 
緑区潮見が丘1-77
電話 896-0874 FAX 896-0876 

○天白区(並木病院1階) 
天白区荒池2-1101
電話 800-0874 FAX 800-0875 

○名東区(サンライズⅡ1階) 
名東区本郷2-14
電話 760-0874 FAX 760-0875 

◎一般社団法人名古屋市医師会 在宅療養支援課
東区葵1-4-38 電話 937-7801（代表）

ポータルサイト https://ehr.hachimaru-net.nagoya/





   

      
     
     
      

     
      
      

 



       

462-8558 -         
913-8553

464-0825 -
        
763-1547

461-0001 -
        
932-9311

462-0844 -

1

        
915-2640

451-8508 -         
532-9082

453-0024 - -         
483-3410

460-0013 - -
        
331-9953

466-0051 - -
        
883-2231

467-0016 -
        
841-4080

456-0031 - -         
671-4019    

454-0875 - -
        
352-3825

455-0014 - -
        
661-2940    

457-0058 -         
823-2688

463-0048 - -         
758-2015    

458-0041 -7-1
        
891-7640       

465-0025 -         
726-8776

468-0015 1-            
809-5551


